
2025年度 岡山弁護士会憲法記念県民集会
日弁連再審法改正全国キャラバン

参加無料・予約不要

袴田事件再審無罪判決を受け、再審法改
正に向けての機運が高まっています。さら
に、福井女子中学生殺人事件の再審公判で、
本年７月に判決が出される予定ですが、そ
こでは逆転無罪判決が期待されているとこ
ろです。そこで、今回の憲法記念県民集会
では、冤罪事件が個別の事件の問題という
よりも現行再審法の構造上の問題があるこ
とを確認し、冤罪被害者及びその関係者が
人生を奪われてきていることに思いを寄
せ、市民の皆様とともに考えていきたいと
思います。
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冤罪は作られる
冤罪は救われる
～袴田事件・福井女子中学生事件に学ぶ～

１、基調講演　講師　端　将一郎　弁護士（福井女子中学生殺人事件弁護団）
福井女子中学生殺人事件の実例から、冤罪がどのように生まれるか、自白偏重など刑事訴訟一般の問題、
証拠開示、検察側再審上訴など再審法手続の問題、えん罪被害の実態などを講演いただく予定です。

２、パネルディスカッション
・コーディネーター
賀川　進太郎　弁護士（岡山弁護士会、日弁連再審法改正実現本部委員）
・パネリスト
端　将一郎　弁護士（福井女子中学生殺人事件弁護団）
小川　秀世　弁護士（袴田事件弁護団事務局長）
袴田　秀子　　さん（冤罪被害者家族）
西　　愛礼　弁護士（元裁判官、プレサンス元社長冤罪事件弁護団、

日弁連再審法改正実現本部委員）
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講師・パネリストプロフィール

1. JR 岡山駅からの場合
●駅東口から徒歩約15分
●バスターミナルからバス利用
・宇野バス (12番のりば )
美作線「山陽団地」「ネオポリス東6丁目」行きで、
バス停「番町口」下車
・岡電バス (13番のりば )
「妙善寺」「三野公園」「岡山理科大学東門」行きで
バス停「番町口」下車
2. 自家用車を利用する場合
●山陽自動車道岡山 I.C. から車で約20分
※岡山弁護士会館に駐車場はございません。
　ご迷惑をおかけしますが、近隣の有料駐車場をご利用ください。
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岡山弁護士会館

端　将一郎（はた　しょういちろう）弁護士
2007 年弁護士登録、同年福井市内によつば法律事務所を開所。福井女子中学生殺人事件弁護団員。同弁護団
には、今回の第２次再審の準備段階から関わる。日弁連刑事弁護センター事務局長、日弁連取調べの可視化実
現本部事務局次長。

小川　秀世（おがわ　ひでよ）弁護士
1984 年弁護士登録、2004 年小川法律事務所設立。これまでに静岡大学人文学部非常勤講師、静岡県刑事弁
護センター委員・委員長、日弁連刑事弁護センター幹事、日弁連取調べの可視化実現本部委員等を歴任。

袴田　秀子（はかまた　ひでこ）さん
1933年 2月 8日現浜松市生まれ。兄弟の末っ子が袴田巖（はかまた　いわお）。
1966 年いわゆる袴田事件「清水味噌会社専務一家殺害事件」が起こり、弟、袴田巖さんが事件の被疑者とし
て逮捕、拘禁（解放まで48年間）される。
1968 年　巖さんの身を案じながら母が死去。翌年、病床に長くついていた父が死去。以後、巌さん支援の主
役になる。
2023年 3月 23日　東京高裁（大善文男裁判長）が再審開始決定。翌月確定。
2024年 9月 26日　静岡地裁（國井恒志裁判長）が無罪判決。翌月確定。
「巖だけが助かればよいというものではありません。冤罪で苦しんでいるみなさんがまだたくさんいらっしゃ
います。巖の苦労はそれはたいへんなことだったと思います。でも、元に戻せはしませんし、戻せとも言いま
せん。でも、せめて、その苦労が、再審法改正や死刑廃止などの役に立てば、と思います。もう長くはない人
生ですが、巖には静かな自由を、私は恩返しの意味も込めて、全国のみなさんの応援のために闘い続けます！」
2025年の春、92歳。相変わらず元気で、力強くきっぱりとものを言い、よく笑う方です。

西　愛礼（にし よしゆき）弁護士
1991 年鹿児島市生まれ、大阪弁護士会所属。千葉地方裁判所にて裁判官を務めた後に弁護士となり、2021
年しんゆう法律事務所 (現後藤・しんゆう法律事務所 )に入所し現在に至る。


